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積算基準で算定される設計業務の履行期間と比較して、「履行期間を確保」してい
る業務において発生した不具合の割合は２４.４％であり、「履行期間が短い」業
務では４３.０％となっており、履行期間が短い設計業務において、比較的多く不
具合が発生している。

三者会議で発覚した設計の不具合

【履行期間による不具合】
（三者会議を実施した土木工事に関する設計業務 ８７０業務）

不具合あり 不具合なし

設計業務の履行期間と不具合の発生状況

〈H22年度上半期 調査〉

設計業務の履行期間は、「設計業務等積算基準書（参考資料）」に基づき、工種、業務価格等から算定された期間

※未回答の１業務を除く
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不具合の発生状況の内訳

不具合発生率：24.4％

不具合発生率：43％



設計成果の品質向上に向けた取組

対策概要(目的・効果）

・早期発注及び適正な履行期間確保による業務発注に努める。→照査時間不足によるミス
発生回避
　【履行期限目標】12月までに25%以上、1～2月が25%以上、3月が50%以下

合同現地調査の実施
（全ての詳細設計業務） ・業務着手段階において、受発注者で合同現地踏査を実施。

→条件・施工の留意点、関連事業の情報、施設方針の明確化・共有を図る。

業務スケジュール管理表の活
用（全ての詳細設計業務）

・受発注者で合意した業務スケジュール管理表を活用。
 →発注者の判断・指示が必要な事項について、受発注者で協議し、その役割分担、着手
日及び回答期限を定め、明記。
→適切な履行期限の延期及び委託料の変更の必要性に関する資料として活用。

取組項目

適正な履行期間の設定及び履行期限の平準化
（全ての業務）

受発注者のコミュ
ニケーション円滑
化の取組

→適切な履行期限の延期及び委託料の変更の必要性に関する資料として活用。

ワンデーレスポンスの実施
（全ての詳細設計業務） ・受注者により設計条件に関する質問・協議があった際は、その日のうちに回答、検討に時

間を要する場合は、回答可能な日を通知。

・業務スケジュール管理表に照査の実施時期・必要期間を明記することにより、適正な照
査期間を確保
→照査時間に配慮した工程管理
・照査技術者自身による照査報告
→業務履行における発注者の責任の確実な履行

・設計業務における発注者の条件明示の徹底
　詳細設計業務発注時に、業務履行に必要な設計条件（基本条件や協議の進捗状況、貸
与資料等）を発注者が確認し、適切な時期に受注者に明示。
→業務履行における発注者の責任の明確化

確実な照査の実施 （全ての詳細設計業務）

条件明示ガイドライン(案)の作成



業務スケジュール管理表による照査期間の確保


